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はじめに 

 

横浜市税制調査会は、横浜市の課税自主権の活用上の諸課題について、幅広く

調査・審議を行う附属機関である。例年、地方のさまざまな税目を取り上げ、現

状と課題の検証、さらには解決策の提案等を行ってきている。 

本年度の主たる審議事項は「横浜みどり税」となった。というのは、現行の横

浜みどり税が、令和５年度末をもって５か年の課税期間の終了を迎えるからで

ある。 

この期間終了に向けて令和４年８月、横浜市長より本調査会に対して「横浜市

の政策目標の実現に向けた課税自主権の活用上の諸課題等について意見を求め

る」との諮問がなされた。この諮問を受けて本調査会は、以下のように活発な意

見交換に基づく審議を繰り返し、この答申を取りまとめるに至った。 

すなわち、令和４年 11月に「これからの緑の取組［2024-2028］（素案）」の検

証を行い、本年８月からは現行横浜みどりアップ計画の４か年の振り返り、横浜

市の財政状況・行財政改革の確認、次期横浜みどりアップ計画の原案に相当する

「これからの緑の取組［2024-2028］（原案）」の検証といった作業を丹念に繰り

返したのである。 

手前味噌にはなるが、他自治体の独自課税をみても、課税期間の更新に際して、

かくも丁寧な検証と真摯な審議を行っている例は少ないようであり、横浜市及

び本調査会の取組は、納税者である横浜市民に対しても、誠実な対応を行ってい

るといって良いのではないだろうか。 

なお、本年度の審議は、横浜みどり税を充当する事業を中心に据えた。横浜み

どり税の税収を使って行われる事業は、横浜みどりアップ計画の一部であり、当

然のことながら横浜みどりアップという「全体計画」のあり方によって充当事業

も影響を受ける。 

したがって本調査会は、これまでも横浜みどりアップ計画の全体に強い関心

を寄せ、できる限り子細なチェックは行ってきていた。ただし本年度は、市が横

浜みどりアップ計画について、例年にも増して精力的な見直し作業を行ったた

め、横浜みどり税収を充てない事業については、市によるチェックに判断を委ね

る形としたのである。税制調査会は、税に関わる部分にエネルギーを集中し、そ

の分だけより深い審議を行うことができた。 

その審議の詳細は、以下の本文にてぜひご高覧いただきたいが、本答申では、

税収を充当する事業そのものの説明は必要最小限にとどめた。なぜならば、事業

の詳細は、横浜市公式ホームページなどで公表されている「これからの緑の取組

［2024-2028］（原案）」を読めばすべて書かれており、それで事足りるからであ

る。したがって本答申は、本調査会が検討すべき重要な事項と判断した部分に集

中することができた。しかもわかりやすい詳述に努めたので、ご熟読いただけれ

ば幸いである。 

本答申の構成は、３章立てであり、具体的なタイトルは以下のとおりである。 

第１章 横浜みどりアップ計画における横浜みどり税の位置付け 

第２章 「みどりの取組」の実績と次期計画原案のチェック 

第３章 横浜みどり税を継続（第４期）することの是非（令和６年度～） 
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第１章 横浜みどりアップ計画における横浜みどり税の位置付け 

 

第１節 横浜みどりアップ計画と横浜みどり税の関連 

 

 答申の冒頭で、まずは本調査会が審議を行う前提の制度について再確認をし

ておこう。すなわち、横浜市における「緑の取組」のベースとなる横浜みどり

アップ計画と横浜みどり税がどのような関係にあるのかという点である。より

具体的にいえば、同計画に含まれる諸事業に対して、どのような形で横浜みど

り税の税収が充当されているのかという状況の再確認である。 

令和６年度以降の横浜みどり税を考える出発点として、本調査会はまずこの

点を慎重に確認した。 

 

１ 横浜市における横浜みどりアップ計画の位置付け 

 

みどりを「守り」「つくり」「育てる」取組は、本来は、長期間、継続的

な視点に基づいて行うべき施策である。 

平成 21年度から開始した第１期の横浜みどりアップ計画（正式名称は「横

浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）」。以下「第１期計画」という。）は、上位計画

にあたる「横浜市水と緑の基本計画（平成 18 年度策定の計画期間 20年間

の長期計画）」の目標年次である令和７年度を見通しつつ、重要な財源と

なる横浜みどり税の期間（平成 21 年度から５か年）とも重なる、５か年

の事業計画として取りまとめられたものである。その後、平成 25 年度、

平成 30年度にそれぞれ５年間の延長がなされ、今日に至っている。 

横浜みどりアップ計画により実施する事業は、その時々の市の全体計画

の中にも位置付けられている。最新の中期計画である「横浜市中期計画

2022～2025」においても、９つの戦略の１つとして「花・緑・農・水の豊

かな魅力あふれるガーデンシティ横浜の実現」が謳われ、政策として「自

然豊かな都市環境の充実」等が掲げられている。 

このように、横浜みどりアップ計画は、土台となる長期的な計画におけ

る５か年分の実行計画としての面を有するとともに、全市的な中期計画と

も整合がとられており、長期的にも中期的にも横浜市の重要な政策として

位置付けられているのである。 

 

２ 横浜みどりアップ計画と横浜みどり税の関係～横浜みどり税充当事業 

 

    横浜みどりアップ計画は「民有地の緑の保全・創造を中心としており、

樹林地の施策としては、緑地保全制度による指定を大幅に拡大し、継続保

有のための支援をし、相続等やむを得ない場合には買取りを図る」ことを

示した計画である（注１）。横浜市は首都圏に立地する大都市であるため、

大都市に特有の土地開発から樹林地を守らなければ、市内の緑が失われ

てしまうという危機感から策定されたものである。 

    緑の保全・創造のためには、横浜みどりアップ計画のみで取り組むので
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はなく、関連施策と連携した総合的な取組が必要であり、具体的には、安

定的な財源確保のための横浜みどり税をはじめ、誘導手法としての各種

税制やインセンティブ制度の活用、規制手法による緑化の義務付けや緑

地保全、企業の力を活かす共創の取組、緑の保全・創造に不可欠な市民協

働の仕組み等、様々な施策を活用して取り組むこととしている。 

    これら様々な施策のうち、とりわけ重要なのが横浜みどり税である。横

浜みどりアップ計画の事業の中には、例えば民有樹林地の買取規模を拡

大するといった、他の自治体では行わないような内容もしくは規模の事

業、つまり標準税率で課す法定税の税収では事業費を十分にまかなえな

い規模や内容の事業を含んでいる。このような大胆な事業を行わなけれ

ば、都市化が進む横浜市で市内の緑を守ることなどおよそ不可能だから

である。 

そこで、横浜みどりアップ計画の中で、法定税の標準税率による課税と

は別に市民に負担をいただいてでもやらなければならない事業（みどり税

充当事業）と、そうではない事業を明確に区分し、みどり税充当事業の実

施のために、横浜みどり税という特別な財源を確保しようとしたのである。 

そして、複数年の議論の末、導入されたのが横浜みどり税なのである。

したがって、横浜みどりアップ計画に定める事業を横浜みどり税なしに実

施することは到底不可能なのであって、横浜みどりアップ計画と横浜みど

り税は切っても切れない関係ということである。 

このように、横浜みどり税は大都市に特有の土地開発から樹林地を守る

ための課税制度なのであるが、その使途を具体的に検討するにあたっては、

次の点に留意して考える必要がある。すなわち、市民に広く追加的な負担

を求める以上、最終的に市民の共有財産になるものに使われるのが相応し

いのであり、個人の所得保障や特定産業の個別支援につながるものは、税

の趣旨から市民の理解が得られにくいのではないかということである。そ

うした観点から、横浜みどり税を充当して実施する事業（みどり税充当事

業）を選定するわけである。 

 

３ 横浜みどり税の使途を限定する必要性 

 

横浜みどり税は、前述のとおり、市内の緑の保全・創造を実現するため

には、法定税の標準税率による税収では事業費を十分にまかなえないため、

市民税均等割への超過課税によって、多くの市民に広く薄く負担を求めた

ものである（注２）。この点については、第３章において、税制度の観点か

ら詳述する。 

横浜みどり税は、課税方式として市民税の超過課税を採用しているため、

法的には目的税ではなく普通税である。しかし、特定の施策のための財源

として市民に追加的な負担を求めるものであることからすれば、事実上、

目的税的性格を有する税として、他の施策の財源とは明確に区分して管理

されるべきであることは当然である。 
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４ 横浜市みどり基金の機能と役割 

 

横浜市みどり基金（以下「みどり基金」という。）は、横浜みどり税の税収の

使途を限定するための器としての機能、及び事業費や国費の年度ごとの変

動に対応するための機能を有している。 

みどり基金は、横浜みどり税の導入に際し、区分経理を徹底するため、

新たに設置したものである。市民税（個人・法人）の税収のうち、横浜み

どり税に係る収納額に相当する額の全額をみどり基金に積み立てるとと

もに（横浜みどり税条例第４条、横浜市みどり基金条例第２条）、「横浜みどりアッ

プ計画」全体を対象とする特別会計として「横浜市みどり保全創造事業費

会計」（横浜市特別会計設置条例第１条第 18号。以下「みどり特会」という。）を設置

し、事業実施の財源としてみどり基金からみどり特会に繰り入れる形にし

ているのである（横浜市みどり基金条例第１条及び第５条）。 
 

【図１】みどり基金を中心とした財源の流れ 
 

   
      

このように、横浜みどり税が横浜みどりアップ計画に定める事業以外に

流用されることがないよう、制度上、完全に区分経理される仕組みになっ

ているのである。さらに、樹林地買取等の事業費の増減や国費の認証額の

増減に対応するための積立金としての役割も同時に果たしているのであ

る。 

 

 

 第２節 横浜みどりアップ計画の全体像と財源構成 

 

税財政を専門とする本調査会が次に確認すべきことは、横浜みどり税の税収

を用いて行われる事業に対して、税収が適正な割合で配分されているかどうか

である。なぜ「配分」という言葉を用いるのかといえば、横浜みどり税が充当

される事業は大別して３つに区分されており、この３区分に対して本調査会は、



6 
 

横浜みどり税の創設当初から優先順位を付してきたからである。 

 

１ 横浜みどりアップ計画の３つの「柱」と横浜みどり税収の配分状況 

 

横浜みどりアップ計画は、現行の横浜みどりアップ計画（正式名称は「横

浜みどりアップ計画［2019-2023］」。以下「現行計画」という。）が第３期目であり、

第１期計画から現行計画まで、３つの取組の「柱」については基本的に

継続しているものである。 

現行計画における取組の「柱１」は「市民とともに次世代につなぐ森

を育む」、つまり緑地保全制度による指定・市による買取りや、樹林地の

維持管理の取組である。特に樹林地の買取りは、残された緑を市民共有

の財産にしていくものであり（注３）、この「柱１」こそ横浜みどりアッ

プ計画の根幹であり、横浜みどり税にとっても根幹となる使途である。 

取組の「柱２」は「市民が身近に農を感じる場をつくる」、つまり農景

観の保全と農とふれあう場づくりである。「柱２」の各事業については、

農家の生業支援との線引きの難しさから、本調査会としては一定の意義

は認めつつも、これまで一歩引いた立場をとっているものである。 

取組の「柱３」は「市民が実感できる緑や花をつくる」、つまりまちな

かでの緑の創出・育成等である。この「柱３」については、第３期まで

は期を追うごとに横浜みどり税の充当割合が高まってきたことから、本

調査会としては懸念していたところであった。 

 
【表１】横浜みどりアップ計画の各期における「３つの柱」の構成比の推移 

  
※ 第１期計画額は、当初計画額から欠損法人課税免除の延長による減収額を差し引いた額 

５か年計画額の推移 （単位：百万円）

第１期 第２期 第３期 原案
2009-2013 2014-2018 2019-2023 2024-2028

47,388 36,639 36,747 30,250
81.4% 75.6% 73.2% 72.9%

5,366 3,985 4,067 3,422
9.2% 8.2% 8.1% 8.3%

5,457 7,784 9,320 7,722
9.4% 16.1% 18.6% 18.6%

0 80 80 80
0.0% 0.2% 0.2% 0.2%

合計 58,211 48,488 50,214 41,474

うちみどり税充当見込額の推移 （単位：百万円）

第１期 第２期 第３期 原案
2009-2013 2014-2018 2019-2023 2024-2028

7,273 6,719 7,181 8,564
69.1% 51.6% 52.8% 60.4%

1,148 1,661 1,283 1,040
10.9% 12.8% 9.4% 7.3%

2,101 4,639 5,128 4,582
20.0% 35.6% 37.7% 32.3%

0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

合計 10,522 13,019 13,592 14,186

※　原案の事業費は見込額である。

柱１

柱２

柱３

広報

柱１

柱２

柱３

広報
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２ 横浜みどりアップ計画における事業費の考え方 

 

 横浜みどりアップ計画における事業費は、他の一般的な事業と同様、必

要な施策を積み上げて算定している。ただし、横浜みどりアップ計画にお

いては、財源の一部に横浜みどり税という、この計画の実施のための特別

な財源を活用する点が、他の一般的な事業と異なる。 

そのため、本章第１節で述べたとおり、横浜みどり税の課税目的に照ら

し、充当に適するか否かを峻別した上で、一般的な事業以上に個別事業ご

とに精緻に財源構成を考える必要があるといえよう。 

なお、事業を構想する際は、施策と財源を同時に検討することが通常で

あろう。しかし、横浜みどりアップ計画においては、まず事業局が必要と

考える施策及び事業量を積算し、その上で国費（国庫補助金）が活用でき

る事業は国費を財源として計上し、その後に樹林地買取等、市債が活用で

きる事業については極力市債を活用、その残りのうち一般財源を充当して

なお不足する財源を横浜みどり税でまかなうこととしているのである。こ

の横浜みどり税でまかなう事業とは、横浜みどり税の課税の根拠に照らし

て充当に適する事業、いわゆる「みどり税充当事業」である。 

 

  ３ 「柱」ごとの財源構成 

 

 横浜みどりアップ計画の財源構成は、全体としては前述のとおり国費、

市債、一般財源及び横浜みどり税である。このうち、国費及び市債を財源

として活用できる事業は、概ね土地の買取りや施設整備を伴う事業である。 

現行計画における国費・市債の活用状況としては、計画ベースで「柱１」

の樹林地の買取りは５か年事業費約 327億円中、国費・市債があわせて約

257 億円、「柱２」の農園付公園の開設は５か年事業費約 22 億円のうち、

国費・市債が約 15億円、「柱３」の公有地化によるシンボル的な緑の創出・

育成は５か年事業費約 17億円のうち、国費・市債は約 13億円が計上され

ており、それぞれの事業の残りの必要額を一般財源及び横浜みどり税でま

かなうこととしていた。国費・市債を活用しないその他の事業は、当然な

がら一般財源及び横浜みどり税を財源とするものである。 

「これからの緑の取組［2024-2028］」（原案）（以下「次期計画原案」という。）

においては、「柱１」の樹林地の買取りが５か年事業費約 251億円のうち、

国費・市債をあわせて約 193 億円、「柱２」の農園付公園の整備が５か年

事業費市債を約 12億円、「柱３」の公有地化によるシンボル的な緑の創出・

育成に国費・市債あわせて約６億円を計上している。 

なお、次期計画原案においては、「柱２」の農園付公園の整備と「柱３」

の公有地化によるシンボル的な緑の創出・育成は次期計画期間においては

新規の用地取得を抑制し、既取得分の整備に注力するとのことである。 
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４ 「みどり基金」の意義と基金残高 

 

「みどり基金」は、前述のとおり、横浜みどり税による税収を横浜みど

りアップ計画のみに使われることをしっかり担保するため、この税収を管

理する基金として設置したものである。これにより、他の一般財源から明

確に分離することが可能となっている。 

樹林地の買取りは、土地所有者に相続が生じる等、不測の事態に対応す

るものであり、買入申出がなされる時期を正確に予測することは困難であ

る。そのため、前述のように、みどり基金により年度間の財源調整も行う

ことで、いつ買入申出が行われても機動的に対応できるようにしているの

である。 

みどり基金の残高については、横浜みどりアップ計画の最終年度は概ね

９億円程度となっている。９億円の残高を多いとみるか少ないとみるかは

評価が難しいところであるが、機動的な買取対応のための一定程度の残高

を保有すべきという観点からは妥当な水準といえよう。 

なお、本調査会の平成 25 年度の答申において、課税期間終了後の基金

の取扱いについて言及している。その内容は、たとえ課税期間が終了した

としても、基金に残った額は、引き続き根幹的な使途である特別緑地保全

地区等の買取りの財源として活用する必要があることから、課税の期間と

基金の存続期間は一致しないというものである。また、横浜みどり税の根

幹的な使途は樹林地保全であり、今後の買入申出に向けて将来推計から見

た合理的な範囲で基金を充実させておくことが課税目的に沿うといえる。

そうしたことから、納税義務者の増や景気動向等による税収の上振れ分等

により基金に当初見込みに比して多く積まれた場合には、他の事業に流用

するのではなく、特別緑地保全地区等の買取りの備えとして、保有するべ

きであることを、この際、付言しておく。 

  

５ 「みどり特会」の構造と公債費 

 

「みどり特会」は、前述のとおり、横浜みどりアップ計画全体を管理す

る特別会計である。 

横浜みどり税の使途を明確にするためには、横浜みどり税を充当して実

施する事業のみならず、横浜みどりアップ計画全体について、その内容や

進捗状況を他の施策と分離して明らかにしていく必要がある。そこで、横

浜みどり税非充当事業を含めた横浜みどりアップ計画全体を対象とする

特別会計により、横浜みどり税の使途を明確にしているのである。 

みどり特会の歳出は、主に横浜みどりアップ計画の各事業及び公債費で

あり、歳入は主に横浜市「みどり基金」繰入金、一般会計繰入金、国庫支

出金及び市債である。 

事業局の説明によれば、現行計画における「みどり特会」で対応する公

債費の償還は、５年間で約 92 億円を見込んでおり、その全額を一般財源

で対応している（前掲・【図１】参照）。樹林地の買取りによる保全は将来世代
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にわたって受益が及ぶものであり、市債を財源として活用することで世代

間の負担の平準化を図ること自体は理解できるところであるが、計画の着

実な進捗により、当然に買取りの財源として活用した市債の残高は増加す

る。 

現在の横浜みどりアップ計画は、事業の実施に着目した計画となってお

り、公債費については横浜みどりアップ計画の中では管理しておらず、「み

どり特会」の中で管理をしている。 

「みどり特会」で対応する公債費は、樹林地の買取り等、横浜みどり税

の使途と一致する事業に起因するものである。将来的には、みどり税充当

事業の実施に伴い生じた公債費の取扱いについても、検討する必要がある

だろう。 

 

 

第３節 横浜みどりアップ計画と横浜みどり税の評価・検証の枠組み 

 

前述のとおり、横浜みどり税は市民税均等割の超過課税であり、市民に幅広

く特別な負担を求めるものである以上、横浜みどり税の税収の使途や充当事業

の効果等は、通常の事業以上に、透明かつ明確な形で一般に公開され、それに

よって市民が超過課税に関心を持ち、意見を述べられる市民参画の機会が必要

である（注５）。 

こうした考え方の下で、平成 21 年度に「横浜みどりアップ計画市民推進会

議」が設置され、平成 24 年度からは本調査会と同様の条例設置の附属機関と

して活動している。会議の委員は、学識経験者のほか、関係団体、町内会・自

治会代表、公募市民の計 16 名により構成されており、活動内容は横浜みどり

アップ計画の評価及び意見・提案、市民への情報提供等である。委員の選任に

あたっては、学識経験者のほかは各期ごとに委員を入れ替えており、馴れ合い

を排除した透明性のある運営を行っている。 

市民推進会議の活動は、単に市の報告を聞き、意見を述べるだけではなく、

事業が行われている現場に委員自ら赴き、実際に体験した上で検証を行うもの

である。活動回数は、分科会も含めると現行計画期間で 41 回にも上り、活発

に活動していると評価できよう。 

本調査会が税財政の専門家の見地から横浜みどり税の税収の管理や使途、実

績等をチェックする役割を担っているに対して、市民推進会議は市民の立場か

ら、みどり税非充当事業を含む横浜みどりアップ計画全体の事業執行をチェッ

クする役割を担っている。他の自治体における超過課税の運用において、この

ような多面的な枠組みでチェックしている例は極めて稀である。 

事業局においては、それぞれの附属機関からの意見・提案を踏まえて、市の

施策をより実効性のあるものとすべく、不断の見直しをすることを期待したい。 
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第２章 「みどりの取組」の実績と次期計画原案のチェック 

 

横浜みどりアップ計画による取組は、事柄の性質上、第１期計画から現行計画

に至るまで、そのほとんどの事業は継続的なものであり、特に第２期に取組が整

理されてからは、「柱」ごとの事業費割合に変化はありつつも、取組内容には大

きな変更はされていない。 

今回の次期計画原案の検証にあたっては、事業局からすべてのみどり税充当

事業について、個票を用いて説明を受けており、それらの内容について概ね妥当

なものであることを確認している。 

本調査会としては、今後も樹林地買取等、緑の保全・創出に対応するための安

定的な財源が必要であり、次期計画原案の内容に基本的に異議はないところで

あるが、審議の過程で特に注意深く審議した部分や、今後の長期的な課題につい

て述べることとする。 

なお、以下に述べる事業以外のみどり税充当事業の具体的な内容は、次期計画

原案及び本調査会における事業局の説明資料に詳しいため、その説明は割愛す

る。必要に応じて資料を参照されたい。 

 

 

第１節 「みどりの取組」の実績検証と次期計画原案の評価                                                                                     

 

繰り返しになるが、横浜みどりアップ計画の根幹となる事業は、樹林地の確

実な保全の推進、つまり、緑地保全制度による指定の拡大及び市による樹林地

の買取りである。この事業の成果は、すなわち横浜みどり税の成果といっても

過言ではない。 

そのため、本調査会における次期計画原案の審議においては、緑地保全制度

による指定及び市による買取りについて、もっとも多くの時間を割いて審議を

行ったのである。以下、詳述していく。 

 

１ これまでの「みどりの取組」の実績の検証 

 

1-(1) 緑地保全制度の指定実績 

 

これまで本調査会で述べてきたことであるが、樹林地の保全イコール

市による買取りではない。市による買取りはあくまでも最終手段であり、

まずは現在の土地所有者に樹林地を保有し続けてもらうことが最善で

あることはいうまでもない（注６）。 

そこでまず、「柱１」の重要な指標である緑地保全制度による新規指定

等の面積推移（【表２】参照）について確認した。 

新規指定等の面積は、現行計画期間のうち４か年で 144.8ヘクタール

であった。また、第 1期横浜みどりアップ計画のスタートからの累計で

は 1,050.4ヘクタールとなり、確実に指定面積が増加していることが確

認できる。 
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なお、単年度の指定実績については、第２期の３か年度目から漸減傾

向が続いている。これは、これまでの指定推進により大規模な未指定樹

林地が減少したことから、１か所あたりの指定面積が小規模化したため

である。なお、現行計画においては、緑の 10 大拠点内の樹林地や、市街

化区域内の身近なまとまりのある樹林地の指定を重点的に進めたとい

うことである。 

 
【表２】緑地保全制度による新規指定面積の推移 
      

 
 

緑地保全の指定が進むことで、大規模な未指定樹林地が減少し、１か

所あたりの指定面積が小規模化していくことは、事柄の性質上、予定さ

れたことといってよい。樹林地の保全が確実に進捗していることの裏返

しといえよう。 

なお、横浜市の緑被率調査結果（令和元（2019）年）によれば、平成

26年から令和元年にかけて緑地が 417ヘクタール減少し、そのうち 102

ヘクタールが樹林地であったとされている。緑地の減少要因としては、

戸建住宅や集合住宅の建設が 102.2ヘクタールであり、依然として宅地

開発による市内の緑の減少が続いているといえる。緑地保全制度による

指定が一定程度進捗している現在にあっても、取組の継続が求められる

所以である。 

 

1-(2) 指定済樹林地の市による買取面積の推移 

 

次に、指定済樹林地の市による買取りの面積の推移を確認する（【表３】

参照）。 

現行計画の計画期間中（４年間）の新規買取面積の合計は 67 ヘクター

ルとなっている（第１期からの累計では約 297 ヘクタール）。第 1 期から

平均すると、毎年度約 20 ヘクタール程度の樹林地について買取りを行っ

ていることとなる。 

土地所有者からの買入申出の割合については、「買取りが発生する可能
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性のある緑地保全制度に指定した民有樹林地」の総量に対して約 4.5％程

度の買入申出が毎年発生している。買取対象となり得る民有樹林地が令和

４（2022）年時点で 437ヘクタールあることから、今後も樹林地買取りに

対応するための安定的な財源が必要といえよう。 

 
【表３】横浜みどりアップ計画の計画期間中の樹林地買取面積の推移 

   

    
 

1-(3) 民有樹林地の緑地保全の指定及び市による買取りの事業費の推移 

 

次に、民有樹林地の緑地保全指定及び市による買取りの事業費の推移に

ついて確認する（【表４】参照）。 

 
  【表４】樹林地買取事業費の推移（14年間） 
   

   
 

前述のとおり、現行計画の計画期間における４か年の樹林地買取りの面

積は、４か年で約 67ヘクタールであった。なお、指定・買取りに要した事
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業費は約 248 億円であった。このうち横浜みどり税は約 49 億円を充当し

たため、事業費のうち概ね 20％相当が横浜みどり税ということになる。な

お、この事業費には用地取得だけではなく、緑地保全指定や用地取得に付

随する測量費等のイニシャルコストは含むが、維持管理助成等のランニン

グコストは含まない額である。 

なお、緑地保全制度による指定地について土地所有者から買入申出をさ

れた場合は、横浜みどり税導入後は原則としてすべて買取りに対応してい

るとのことである。横浜みどり税という安定的な財源があることで、買入

申出に着実に対応できているということができる。 

また、前述のとおり、横浜みどり税を基金に積み立てるスキームを採用

したことで、各年度の事業費に増減があっても、弾力的に買取対応を行う

ことができるのである。 

 

２ 緑地保全制度指定・市による買取りにおける課題 

  

    前節では、現行計画までの横浜みどりアップ計画における緑地保全制

度の指定及び市による買取りの取組について、基本的には肯定的な意見を

述べてきた。また、今回提示された次期計画原案においては、第１期計画

ほどではないが、各「柱」に対するみどり税活用額の割合が「柱１」に戻

りつつあることが確認できた。この見直しの方向性は、横浜みどり税の使

途の本旨(注４）に立ち返るものとして、本調査会としては高く評価するも

のである。 

では、次期計画原案における緑地保全制度の指定拡大及び市による買取

りの取組について、まったく意見がないかといえば、そうではない。以下

に本調査会の意見等を述べることとする。 

これから述べる意見は、次期計画原案に対するものというより、むしろ

長期的な視点からの意見である。 

 

 2-(1) 指定実績の伸びの鈍化を踏まえた目標の見直し 

令和４年度末時点では保全対象となる樹林地（約 2,800 ヘクタール）

に対し、保全済みの樹林地は約 56％であり、文字通り道半ばの状況であ

る（【図２】参照）。しかも、前述のとおり、緑地保全制度による指定の面

積は、対象樹林地の小規模化もあいまって、鈍化傾向が続いている（前

掲・【表２】参照）。 
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【図２】樹林地保全の状況 
   

    
 

現在の未指定樹林地が約 1,300ヘクタールあるのに対し、次期計画原 

案では５年間で 180ヘクタールの指定を目標とするというのである。緑

地保全の指定拡大の取組自体には賛同するものであるし、次期計画原案

における指定目標も近年の実績を踏まえ合理的であると考えるが、未指

定の民有樹林地をすべて指定するという目標の達成は遠いと感じると

ころである。 

上位計画である「横浜市水と緑の基本計画」（平成 18年度策定の計画

期間 20 年間の長期計画）が令和７年度に最終年度を迎えるとのことで

ある。樹林地保全の目標は、横浜みどり税の課税期間の判断の根拠の一

つにもなるため、上位計画における新たな目標の置き方について、本調

査会としても注視していきたい。 

 

2-(2) 未指定樹林地に対する保全の取組の工夫 

 

今回の審議の過程において、樹林地保全の状況について、保全済とさ

れている樹林地の内訳の開示を求めたところ、前掲【図２】のとおり内

訳が示された。 

これによれば買取りが発生しうる制度による指定地のうち、令和４年

度末時点で 437ヘクタールの樹林地が民有地のままの状況である。もと

より樹林地の買取りは最後の手段であって、民間の土地所有者が継続し

て保有・管理してもらうことは最善であるため、この状況そのものは悪

いわけではない。 

次期計画原案では指定済の民有地のうち 100ヘクタールを買い取るこ

とを想定しているが、前述の新規指定面積（180 ヘクタール）を合わせ

て考えると、仮に新規指定をすべて買取りが発生する可能性のある制度

で指定した場合は、100 ヘクタールの買取りをしても買取りが発生する

可能性のある樹林地は減少しないこととなる。この場合、横浜みどり税

の必要性はますます増すことになる上、あわせて活用する市債の残高に
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ついても増加し、将来の財政的な負担も増加する。 

今後、未指定樹林地に対して緑地保全制度の指定を行うにあたっては、

開発が行われにくい立地の樹林地は買取対応の生じない制度による指

定とするなど、メリハリの利いた取組も考えられる。 

なお、保全済樹林地の総量は令和４年度ですでに 1,556ヘクタールに

上っており、公有地化済みの 522ヘクタールに関する市による維持管理

だけでなく、民有地の 1,034ヘクタールに対する維持管理助成も必要で

ある。次期計画原案では、近年の土地単価の下落傾向や買取面積の傾向

を踏まえ、用地取得費は減とし、維持管理面積の増を踏まえて市有地、

民有地ともに維持管理に係る経費を増とする方向性が示されており、こ

の点については現実的な対応であると評価している。 
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第３章 横浜みどり税を継続（第４期）することの是非（令和６年度～） 

 

第２章の冒頭で述べたとおり、次期計画原案については概ね妥当な内容であ

ることを確認した。すなわち、横浜みどり税の課税の根拠として、横浜みどりア

ップ計画の事業の妥当性と、その事業の財源を超過課税でまかなう必然性が引

き続き備わっていることが確認できたのである。その結果、本調査会としては、

次期計画原案のとおりに事業を実施する場合、横浜みどり税による財源の手当

てが引き続き必要であると判断した。 

 以下では、横浜みどり税を継続する場合の次期税制案について述べることと

する。 

 

 

第１節 第４期の横浜みどり税に向けた課税制度の確認 

 

１ 市民税均等割への超過課税 

 

横浜みどり税は、市民税（個人・法人）均等割への超過課税である。所

得等の担税力と無関係な均等割に超過課税を行う根拠は、以下のとおりで

ある。 

すなわち、大都市に特有の土地開発による樹林地の減少を抑止し、横浜

市域の緑被率を維持することの利益は、個人、法人を問わず、広く全体へ

不可分に及ぶ。みどりの維持・保全は、いわば市民・法人のすべてが共同

で消費する行政サービスであり、その受益から外れる横浜市民や利益を受

けない法人はいない。また、横浜市民や企業並びに横浜市が必要とするみ

どりの維持・保全の必要水準は、一般財源でまかなうべき全国標準の行政

水準を大きく超えている。 

これらの事実を根拠として、15年前、独自課税の手段として、均等割へ

の超過課税を選択し、横浜みどり税が誕生した。この課税根拠と選択は、

年月を経ても今なお妥当であり、修正する必要性はまったくないと判断を

した。 

 

２ 独自課税としての時限制度 

 

地方自治体の独自課税である以上、地方税法に規定された法定税とは異

なり、定期的に課税制度や政策効果の検証が必要であり、時代や社会の変

化にも適応しているかの再確認が求められる。そのため独自課税は、現行

条例と同じく時限立法として仕組まれるべきである。 

この考え方の下、横浜みどり税は、第１期から現行の第３期まで、課税

の期間を５年間としてきた。次期、第４期の横浜みどり税も、この考え方

から外れる理由はまったくない。したがって時限制度として、課税期間は

５年間とするべきである。 
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３ 必要税収の規模と税率水準 

 

政策税制においては、事業ありきで必要財源額を求めることが大前提 

であり、単に横浜みどり税の現行税制をそのまま継続するといった安易な

考えに陥ってはならない。 

次期横浜みどり税の税率については、次期横浜みどりアップ計画におけ

るみどり税充当事業をもとに横浜みどり税としての必要財源額を求め、そ

こから具体的な税率を検討すべきなのである。 

そこで、前述のとおり、次期計画原案に掲げられた事業のうち、みどり

税充当事業を中心に集中的に審議し、次期横浜みどり税の必要財源額は、

５年間で約 142億円と確認した。その理解の上で、必要財源額である約 142

億円を税率に換算すると、現行と同じ個人 900円、法人は規模等に応じた

均等割額の９％相当額（4,500 円～270,000 円）とすると必要財源額がま

かなえる見込みであると判断した。 

なお、個人・法人間の負担割合（個人 100円につき法人１％）について

は、現在の割合を変更する合理的な理由はない。というのは、そもそも負

担割合は、横浜みどり税の導入時に本調査会が、個人と法人の負担のあり

方はどうあるべきかを慎重に検討した上で導き出した割合だからである。 

今回も先入観を持たずに個人・法人間の負担割合、負担配分を検討した

が、やはり当初の考え方は合理的であって、今回新たに見直す必要はない

との結論に達した。市民が納得する理由もなしに変更すると、不公平な税

制改正との批判を招きかねないため、注意が必要である。 

また、これはこれまでの継続時にも指摘したことであるが、今回提示し

ている税率は、現時点での次期計画原案の事業費を前提に、必要とされる

財源額を全て市民税（個人・法人）均等割超過課税によってまかなうこと

と仮定した場合の試算を、本調査会として行ったものである。 

念のため付言すると、前述のとおり、横浜みどりアップ計画における執

行状況により、横浜市みどり基金に残額が残ることが見込まれるが、この

金額については、次期計画期間以降に発生する樹林地の買取りに充てるべ

き横浜みどり税であって、むしろ残高が残ることが自然であり、まったく

問題ないと考える。 

 

  ４ 固定資産税等の軽減措置 

 

横浜みどり税条例には、市民税（個人・法人）均等割への超過課税のほ

かに、固定資産税及び都市計画税の軽減により施策誘導を図るインセンテ

ィブ税制として、①「緑化基準を超える緑化に対する固定資産税等の軽減

措置」と②「宅地内の農業用施設用地に対する固定資産税等の軽減措置」

の２つの制度を設けている。 

本調査会とすれば、制度の継続を完全否定はしないが、横浜みどり税と

並行して、この２制度にも定期的な検証の目が向けられるべきと考える。

実際、減税の適用件数や軽減金額をみても低調であり、わざわざ軽減措置
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を行うほどの実績が上がっているようには思えない（【表５】【表６】参照）。 

 
【表５】緑化基準を超える緑化に対する固定資産税等の軽減措置の適用実績 

及び軽減相当税額 

認定年  筆数 
面積 

（ha） 
軽減相当税額（千円） 

R元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

H21～25年 358  50.2 60,664 49,760 30,739 23,681 16,347 

H26～30年 53  7.1  7,132 7,115 7,062 7,211 7,294 

H31・R元年 109  5.4 ― 5,870 5,860 5,933 6,172 

２年 56 11.0 ― ― 12,341 12,791 13,229 

３年 ４  2.6 ― ― ― 3,777 3,819 

４年 ９ 2.8 ― ― ― ― 7,137 

合計 589 79.1 67,796 62,745 56,002 53,393 53,998 

※端数処理のため合計が一致しない場合がある 

 
【表６】宅地内の農業用施設用地に対する固定資産税等の軽減措置の適用実績 

及び軽減相当税額 

認定年  筆数 
面積 

（ha） 
軽減相当税額（千円） 

R元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

H21～25年 164 2.1 8,048      6,419 4,114 3,218 1,662 

H26～30年 61 0.7 3,795 3,749 3,348 3,392 3,419 

H31・R元年 35 0.4 －     1,571     1,613      1,581   1,452  

２年 32 0.4 － －     1,958      2,085   1,963  

３年 21 0.3 － － －     1,111   1,176  

４年 39 0.4 － － － －  1,579  

合計 352 4.3      11,843     11,739         11,033    11,387  11,251  

※端数処理のため合計が一致しない場合がある 

 

特に②の「宅地内の農業用施設用地に対する軽減措置」は、①と異なり

緑化に直結する効果を持たないことから、この先も軽減措置を維持すべき

かどうか、慎重な検討がなされるべきであろう。この点について本調査会

では、宅地内の農業用施設用地についての政策的配慮が必要であれば、税

の軽減という手法ではなく、補助・助成金として行うべきであるという意

見がもっぱらであった。 

税の軽減措置は、一般の納税者からすれば公平性を害するものと見られ

てしまいがちであり、しかも毎年度の予算の審査の対象とならない、いわ
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ゆる「隠れ補助金」的な性格を有するからである。政策的な助成が必要で

あれば、税を用いずに補助制度として行うほうが良いと考える。 

 

 

 第２節 横浜みどり税、森林環境税及び水源環境保全税の違い 

  

 平成 30年度の本調査会の答申においては、横浜みどり税の継続とあわせて、

令和６年度から課税が開始される森林環境税について、その問題点と横浜みど

り税との関係を述べた。そのときの答申では、森林環境税の具体的な制度設計

が示される前の段階であったため、一定の想定の中で横浜みどり税との違い等

を述べるに留めざるをえなかった。 

その後、国において森林環境税の使途について示されたほか、令和元年度か

らは森林環境税の課税に先だって森林環境譲与税の地方団体への譲与が開始

されている。 

ここでは、横浜みどり税、森林環境税、及び神奈川県の個人県民税の超過課

税である水源環境保全税について、課税の趣旨・目的及び使途の違いについて、

あらためて確認しておく。 

 

１ 課税の趣旨・目的による違い 

 

森林環境税、水源環境保全税及び横浜みどり税のそれぞれの課税の趣

旨・目的を確認するため、まずはそれぞれの根拠法令における規定ぶり等

を比較する。 

 

税 目 根拠法令 規定ぶり等 

横浜みどり税 
横浜みどり税条例 
（平成 20年 12月 15日

条例第 51号） 

緑の保全及び創造に資する事業の

充実を図るため（条例第１条） 

水源環境保全税 
神奈川県税条例 
（昭和 45 年３月 31 日

条例第 26号） 

水源環境の保全及び再生に資する

事業の充実を図るため（条例附則第

42号） 

森林環境税 

森林環境税及び森

林環境譲与税に関

する法律（平成 31年

法律第３号） 

森林（略）の有する公益的機能の維

持増進の重要性に鑑み、市町村（特

別区を含む。以下同じ。）及び都道府

県が実施する森林の整備及びその

促進に関する施策の財源に充てる

ため（法律第１条） 

    

 

これらの規定ぶり等からは課税の趣旨・目的は掴みづらいところである。

そのため、それぞれの法令の制定過程における当局説明等を比較する。 
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税 目 当局説明等 

横浜みどり税 

横浜みどり税の創設を提案した思いについてですが、市内

に残された貴重な緑の減少に歯止めをかけ、緑豊かなまち横

浜を次世代に継承していく、この思いは、私はもとより、多

くの市民の希求するところであろうと考えています。 

 緑は一旦失われると元に戻すことが非常に困難であるこ

とから、みどりアップ計画の新規拡充施策の早期着手を図り

たいと考えています。 

毎年度、様々な分野にわたる重要課題への対処を余儀なく

されるなかにあって、その時々の財政状況に関わらず、緑の

保全・創造を着実に推進していくためには、横浜みどり税に

よる安定的な財源の確保が欠かせないものとの思いを持っ

ているところです。 

（横浜市会平成 20 年第４回市会定例会 議案関連質疑にお

ける市長答弁） 

水源環境保全税 

「かながわ水源環境保全・再生施策大綱案」及び「かなが

わ水源環境保全・再生実行５か年計画案」をお示しできる運

びとなりました。 

 そこで、この５か年計画案に基づく水源環境の保全及び再

生に資する事業の充実を図るため、その財源として、個人県

民税に超過課税措置を講じる県税条例の改正案などを提案

させていただきました。 

（神奈川県議会平成 17年６月定例会における議案説明） 

森林環境税 

「本条（本調査会注：法律第１条のこと）においては「森

林の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、市町村

（中略）及び都道府県が実施する森林の整備及びその促進に

関する施策の財源に充てるため」と規定されていることか

ら、森林環境税・森林環境譲与税の目的税としての性格が明

らかにされているものである。 

「森林の有する公益的機能」：森林が有する多くの機能を

総称する法制上の用語としては、「公益的機能」及び「多面

的機能」があるところ、「多面的機能」とは、「国土の保全、

水源のかん養、自然環境の保全、公衆の保健、地球温暖化の

防止、林産物の供給等」をいうとされており（森林・林業基

本法（昭和 39 年法律第 161 号）第２条第１項）、また、「公

益的機能」とは、当該「多面的機能」のうち林産物の供給等

の経済的機能を除いたものをいうとされている。森林環境税

及び森林環境譲与税の創設にあたっては、「公益的機能」の

維持増進の重要性が、本条に規定されることとなったが、こ

れは、森林の有する機能により、広く国民一人一人に恩恵が

もたらされる点を重視するものであることを踏まえたもの

と考えられる。」 

（圓増正宏（前市町村税課住民税企画専門官）「森林環境税

及び森林環境譲与税に関する法律について」地方税 2019 年

６月号 20頁） 

 

 森林整備や木材利用を推進することは、地球温暖化防止の
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みならず、国土の保全や地方創生、快適な生活環境の創出な

どにつながり、その効果は広く国民一人一人が恩恵を受ける

ものである。しかしながら、森林現場には、森林所有者の特

定困難や境界の不明、担い手の不足といった、林業・山村の

疲弊により長年にわたり積み重ねられてきた根本的な課題

がある。その対策に当たっては、森林現場に近く所有者に最

も身近な存在である市町村の果たす役割が重要となる。 

（平成 29年度与党税制改正大綱（平成 28年 12月８日）」 

 

パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排

出削減目標の達成や災害防止を図るための地方財源を安定

的に確保する観点から、次期通常国会における森林関連法令

の見直しを踏まえ、平成 31 年度税制改正において、森林環

境税（仮称）及び森林環境譲与税（仮称）を創設する。 

（平成 30年度与党税制改正大綱（平成 29年 12月 14日） 

 

パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排

出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要

な地方財源を安定的に確保する観点から、平成 30 年度税制

改正大綱の内容のとおり、森林環境税（仮称）及び森林環境

譲与税（仮称）を創設する。 

（平成 31年度与党税制改正大綱（平成 30年 12月 14日） 

 

    これらを比較すると、横浜みどり税は「市内に残された貴重な緑の減少

に歯止めをかけ」ること、水源環境保全税は「水源環境の保全及び再生に

資する事業の充実を図る」こと、そして森林環境税は「わが国の温室効果

ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地

方財源を安定的に確保する」ことをそれぞれの課税の趣旨・目的としてい

る。 

 

２ 税収の使途による違い 

 

横浜みどり税及び水源環境保全税は、課税の趣旨・目的の中で、具体的

な使途を行政計画に紐づけている。 

一方で、森林環境保全税は、一定の使途の枠組みは示しつつも、具体的

な使途を譲与先の地方団体に委ねている。 

そこで、３つの税について、横浜みどり税は「横浜みどりアップ計画」

で示している具体的な使途を、水源環境保全税については、「かながわ水

源環境保全・再生実行５か年計画」を、そして森林環境税については、根

拠法令の条文（第 34条）により確認することとする。 
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税 目 具体的な使途 

横浜みどり税 

横浜みどりアップ計画のうち、下記の横浜みどり税の使途に

該当する事業へ横浜みどり税を充当します。 

・樹林地・農地の確実な担保 

・身近な緑化の推進 

・維持管理の充実によるみどりの質の向上 

・ボランティアなど市民参画の促進につながる事業 

（なお、施設の整備や特定の個人事業の支援的な性格を有す

る事業、既存分事業は使途から除外） 

（「横浜みどりアップ計画［2019-2023］」51頁） 

水源環境保全税 

本県においては、水源環境保全税により水源地域の森林の適

正な管理等を行い、森林環境譲与税により、木材利用の促進

と水源地域以外の森林の適正な管理を行い、両税を効果的に

組み合わせて、県内全域の森林の保全・再生を行っていきま

す。 

（「第４期かながわ水源環境保全・再生実行５か年計画」（令

和３年 11月）38頁） 

森林環境税 

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律（平成 31 年法

律第３号） 

 

（森林環境譲与税の使途） 

第三十四条 市町村は、譲与を受けた森林環境譲与税の総額

を次に掲げる施策に要する費用に充てなければならない。 

一 森林の整備に関する施策 

二 森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有す

る公益的機能に関する普及啓発、木材の利用（脱炭素社会

の実現に資する等のための建築物等における木材の利用

の促進に関する法律（平成二十二年法律第三十六号）第二

条第三項に規定する木材の利用をいう。）の促進その他の

森林の整備の促進に関する施策 

２以下 略 

 

これらを比較すると、横浜みどり税は「樹林地・農地の確実な担保」「身

近な緑化の推進」等であり、水源環境保全税は「水源地域の森林の適正な

管理」であり、そして森林環境税は「森林の整備」や「森林の整備を担う

べき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木

材の利用（略）の促進その他の森林の整備の促進に関する施策わが国の温

室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要

な地方財源を安定的に確保する」ことをそれぞれの使途としている。 

 

  ３ 本調査会における整理 

   

  前述の「１課税の趣旨・目的による違い」で明らかにしたように、横浜

みどり税が他の２つの税と課税の趣旨・目的を異にするのは明らかである。

また「２税収の使途による違い」で検証したように、使途においても横浜
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みどり税は県税の水源環境保全税とは明確に異なっている。 

また同様に、国税・森林環境税についても、横浜みどり税との使途の重

複は一切存在しない。国税の税収が譲与される「森林環境譲与税」は、す

でに令和元年から譲与されているが、横浜市においては市立学校の木質化

や、公園設備の木質化に活用しているほか、木造校舎への学校建て替え事

業等、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第 34 条に定める使途

である「木材の利用の促進」に活用しているのである。 

平成 30 年度の本調査会の答申に記したとおり、あらためて横浜みどり

税は、今回比較した他の２つの税とはまったく無関係であり、一切の重複

関係にはないことを強調しておく。 

 

 

第３節 まとめ 

 

本章では、次期計画原案をもとに横浜みどり税の継続を行った場合の税制度

について、検討を行い、課税手法・課税期間等について、現行の形を継続する

のが妥当と判断した。 

税率については、横浜みどり税の創設時に本調査会が慎重に算出した個人

900 円・法人９％という税率が妥当と改めて確認した。創設以来 15 年近く経

過しているが、この割合を変える理由は生じておらず、安易に変更することは、

個人と法人との間で不公平感を招きやすいので注意が必要である。 

固定資産税等の軽減措置については、適用件数や軽減金額等が少なく、軽減

の効果に疑問が生じるため、政策効果がどの程度発揮されているか、定量的な

効果測定が行われるべきである。 

最後に、横浜みどり税と、国税である森林環境税及び神奈川県税である水源

環境保全税は、課税の趣旨・目的及び使途においてまったく異なっているもの

であり、二重課税には当たらないことを、あらためて確認した。 

横浜みどり税の継続についての本調査会の結論は、以上のとおりである。 
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おわりに 

 

この答申は、これまで約 14年間続けられてきた横浜みどりアップ計画及び横

浜みどり税について、税財政を専門とする本調査会が真剣に調査を行い、審議を

した結果である。今回の調査・審議においては、本答申の冒頭で述べたとおり、

次期計画原案のうち、特にみどり税充当事業にフォーカスして審議を行った。た

だし、検討を簡略させたわけでは決してない。実際、調査・審議の範囲を、次期

計画原案のみにとどめず、第１期計画から現行計画までの約 14年間の実績を俯

瞰して検証したのである。 

審議の結果からいえば、現在と同様の超過課税を令和６年度以降も５年間継

続すべきということになったが、本調査会としてこの結論を安易に導き出した

わけではない。今回の審議では、従来にも増して多くの資料をもとに説明を受け

たが、それで満足したわけではない。さらに深い検討が必要な事項については、

会議の都度繰り返し、事業局にさらなる資料提供を依頼し、それらをもとに慎重

に検討を行ってきたのである。 

また当然のことながら、横浜みどり税の前提条件として、横浜市の財政状況や

行財政改革の実施状況についてもしっかりと確認を行い、今回の結論を導き出

したのである。 

本調査会としては、これまでの横浜みどり税と、その土台となっている横浜み

どりアップ計画の実施により大切に守り続けられてきた市内の緑が永続的に保

持されることを期待している。大都市横浜の樹林地・緑地が将来にわたって守ら

れるとともに、守られた緑のメリットが市民に実感されるよう、その利活用につ

いてもしっかりと進めることが大切である。そのことが、横浜みどり税に対する

市民の理解を深め、ひいては横浜市政に対する市民の信頼につながると確信し

て、本答申を締め括ることにしたい。 
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（注１）横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）（平成 21年４月）３頁参照。 

（注２）横浜みどり税に関する検討を行った横浜市税制研究会の最終報告において、課

税自主権の活用にあたっての留意事項として、次のとおり述べている。「全国

標準的な公共サービスは、標準的な税負担によってまかなわれると考えられて

いる。財源確保のために新たな税負担を求めるには、市民ニーズに対応した横

浜市固有のサービスなど、全国標準的な公共サービスを超える事業を行うこと

が前提となる。」横浜市税制研究会「緑の保全・創造に向けた課税自主権の活用

に関する最終報告」（平成 20 年８月）（以下「横浜市税制研究会最終報告」と

いう。）７頁。 

（注３）横浜みどり税の導入検討段階から、民有樹林地の買取は市民共有の財産となる

ものであり、横浜みどりアップ計画の根幹的な事業であるとしていた。横浜市

税制研究会最終報告５頁。 

（注４）横浜みどり税の使途として、横浜市税制研究会最終報告において、次のとおり

述べている。 

「横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）（素案）において、新規・拡充施策

として多くの施策が掲げられているが、新税の使途としては、市民に広く薄く

負担を求める市民税均等割超過課税という手法に適したものを選ぶ必要があ

る。 使途としては、まず、より確実な緑の保全・創造につながるものを選定す

ることが望ましい。 

例えば、土地所有者が樹林地や農地を持ち続けることができるように支援策

を講じることも非常に重要であるが、支援を行った結果、必ずしも恒久的に当

該樹林地等が保全されないとすると、超過課税の目的が果たせないこととなる。 

したがって、使途としては、間接的な支援策よりも恒久的な保全策である買い

取りによる公有地化がより相応しい。買い取りは、所有権が市に移転すること

で、市民が樹林地等のオーナーとして位置づけられることとなり、この点から

も、均等割の超過課税に係る税収の使途として相応しいと考えられる。 

ただし、土地所有者に対する支援に充てる場合でも、緑地保全制度等によっ

て保全措置が講じられ、いざという場合に公有地となるのであれば、恒久性が

担保されることとなる。このように見てみると、緑の多くが民有樹林地等に依

存している中で、広く市民がその維持保全を支えていくという観点から、保全

により直接的な効果がある公有地化や、保全措置が講じられた樹林地等の維持

管理支援に、超過課税による税収を充てていくことが考えられる。  

また、市民が身近に緑を実感することができるような緑化の推進や、間伐等

による森の再生、人のにぎわう森づくりなど緑の質の向上につながる取組、森

づくりボランティアなど広く市民参画につながるような取り組みに充ててい

くことも、超過課税の趣旨にかなうものと考えられる。一方で、個人の所得保

障や特定産業の個別支援につながるものは、市民の共有財産に即座につながる

ものではないことから、広く市民に負担を求める市民税均等割超過課税の趣旨

からすると、新税の使途としては、市民の理解がえられにくいのではないかと

考えられる。各事業の必要性や効果の範囲等について、十分市民理解をえるよ

う努めるとともに、こうした市民の意向にも配慮した対応が必要となろう。」

（横浜市税制研究会最終報告 12頁）。 

この考え方はその後の横浜みどり税の使途の整理においても尊重されてき

たものである。 

（注５）横浜みどり税の検討にあたり、横浜市税制研究会最終報告において、次のとお

り市民参画の仕組みの導入を提言し、導入されたものである。 
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「（５）市民の理解と参画の必要性  

新たな税負担を求める場合は、市民の理解と納得がえられるかどうかが極めて

重要であり、特に、緑の保全・創造は、行政だけでできることではなく、市民の

強い支持をえるとともに、市民の参画・協働がない限り、そもそも成り立たない

と考えられる。  

施策の実施にあたっての市民参画はもちろん、どのような使い方がされ、どの

ような効果があったかという効果検証、さらには施策の提言等についても、市民

参画の仕組みを作ることが重要である。」（横浜市税制研究会最終報告７頁）、「緑

の減少に歯止めをかけ、かけがえのない環境を将来へ引き継ぐことを目的とした

新たな税負担を市民税均等割超過課税という形で広く薄く市民に求めるために

は、これまで以上に市民の理解と参画に支えられることが重要である。そのため

には、施策の実施にあたっての市民参画はもちろん、どのような使い方がされ、

どのような効果があったかという効果検証、さらには施策の提言等についても、

これまでの取組をさらに発展させた仕組みを作り上げていくことが重要である。」

（同報告 17頁）。 

（注６）横浜市税制調査会「平成 25 年度横浜市税制調査会答申－課税自主権活用上の

諸課題の整理及び平成 26年度以降の横浜みどり税の取扱いについて－」（平成

25年 11月１日）47頁。なお、横浜市税制研究会最終報告４頁、12頁参照。 
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